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は
、
財

務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
後

日
、
家
屋
調
査
を
行
い
、「
土
地
に

定
着
し
て
い
る
」「
屋
根
及
び
壁
な

ど
が
あ
る
」「
目
的
と
す
る
用
途
に

使
用
で
き
る
状
態
に
あ
る
」な
ど
の

要
件
を
満
た
す
と
家
屋
と
認
定
さ

れ
、
翌
年
か
ら
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
届
出
に
よ
り
登
記

簿
に
登
記
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
建
築
し
た
家
屋
の
登
記
を

さ
れ
る
場
合
は
、
法
務
局
で
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
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は
、「
家
屋
解
体
届
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
届
出
の
あ
っ
た
日
の

翌
年
か
ら
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
な
く
な
り
ま
す
。
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「
未
登
記
家
屋
所
有
者
移
転
届
」

を
財
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
売
買
契
約
書
等
の
添
付
が
必
要
と

な
る
場
合
あ
り
）届
出
の
あ
っ
た
日

の
翌
年
か
ら
、
新
た
な
所
有
者
が

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
と
な

り
ま
す
。
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税
務
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・インフルエンザワクチン接種の予約受付中です。接種等は月・水・金曜の15:00～16:00まで。期間は12月24日（金）まで。
・��������12月29日(水）～1月3日(月）まで休診です。
�������������	�
������������������������	����������������	

���������������北海道立羽幌病院 � 0164-62-6060　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hbb/
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